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基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」と bづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる皆の~:見を得たところです。
つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 55IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称、

1-(クロロメチノレ) -2-(ジクロロメチル)ベンゼン
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基発 0807第 5号

平成21年 8月 7S

御中 一一一一一一

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j とbづ。)に係る有寄性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 jjlj添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働考の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 

2 官報掲載年月日

平成 20年9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

4ーニトロピリジン-1 オキシド
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基発 0807第 5号

平成 21年 B月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

2 官報掲載年月白

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

3， 4 ジメチノレフェニルヒドラジン=塩酸塩
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基発 0807第 5号

平成 21年 8月7臼

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 551J添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の55IJ添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

言己

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

トリクロロ酢酸無水物
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御中

基発 08Q7第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる皆の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別i添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

言己

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

( 1ークロロー 2，3 ヱポキシプロパン・ 4，4' ーメチレジジフェ

ノー/レ重縮合物)と[(1ークロロー 2，3ーエポキシプロパン・ 4，4' 

ーメチレンジフェノー/レ重縮合物)と(商末端アクリノレ酸付加した、アク

リロニトリノレ・ブタ-1， 3ージエン共重合物)の反応生成物]の混合物
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御中 一一→?で、

言明細
厚生労働省労働基準局繍~in層惇1

;百EmE
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質Jという。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、自IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1) に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようおF品、します。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

メタクリノレ酸=5ーアセトキシ 2ー (4ージメチノレアミノベンゾイノレ)

プェニノレ
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基発 0807第 5号

平成 21年 B月 7日

f卸中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、JjIJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障筈告と防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

l 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

3 エチノレ 2ー[(3ーエチノレ 1， 3ーベンゾ‘オキサゾーノレー 2 (3 

}{Jーイリデン)メチル]-1， 3ーベンゾオキサゾ了一/レニー 3ーイウム口p

ートルエンスノレホナート
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基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 lllJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17S 付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

言己

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

(2， 4 ジヒドロキシフェニノレ) (4ージメチルアミノフェニノレ)メタ

ノン
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平成 21年 8月 7日

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、1:IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5ftl17日付

け基発第 312号の 3の別添1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措霞を講ずるようお顔いします。

百己

1 届出年月臼等

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

2， 2ージメチノレ-6ーニトロ-2Hークロメン
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基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 l項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j としづロ)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

言己

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 宮報公示名称

4-(ブロモメチノレ)フェニノレ(ジヒドロキシ)ボラン
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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質Jとしづ。)に係る有害性議査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところですロ

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、)5IJ添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1) に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

4 ニトローLーフェニノレアラニンエチル=塩酸塩
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御中

基 発 0807第 5号

平成21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 jjlJ添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

3一 (4-ブロモブトキシメチル) -3ーエチノレオキセタン
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基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j としづ 0) に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、lJlJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 宮報公示名称

1ークロロ-2， 3ーエポキシフ。ロパンと(ピペラジンとホルムアノレデ?

ヒドの反応生成物)の反応生成物
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平成 21年 8月 7日

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j とb、う。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 55IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1) に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

4ーニトロベンゼンスノレホン酸= (R) 

ーイノレ) メチノレ

(2ーメチルオキシランー 2
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基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貧民生から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j としヴ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、Jl'J添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3のJl'J添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いじます。

記

l 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月羽田 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

2 ブロモ 5ーメチノレー 4， 5， 6， 7ーテトラヒドロ [1， 3 ]チ

アゾロ [5，4 -cJピリジン=4 メチノレベンゼンスノレホン酸塩
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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、.'5IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等 1

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月初日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

3ークロロイソベンゾフランー 1 (3 H) オン
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平成 21年 8月 7日

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働j安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる留の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 31J添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

エタン-1， 2ージアミン・ 2ーエチノレー 2ーヒドロキシメチルプロパ

ン 1， 3ージオール・ジイソシアン酸=4，4'ーメチレンジシクロヘ

キシノレ・臼 -6ーヒドロキシヘキシノレー ωーとドロキシポリ (オキシカノレ

ボニノレオキシヘキサメチレン)・ 2，22ー(メチノレイミノ)ジエタノール

童縮合物の硫酸ジメチノレ塩



l〆7YJ

御中

基発 0807第 5号

平成 21年8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果につb¥て、

学識経験者から、強度の変異原性が認、められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、JlIJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3のJlIJ添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

2ークロロ -4ーニトロイミダ、ゾーノレ



御中

J訴えj
A' ~ノ

基 発 0807第 5号

平成 21年8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から局出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jという。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、JlIJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月羽田 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

9ーオキソフノレオレン 2， 7ーピス(ジアゾニウム)=ピス(テトラ

フルオロボラヌイド)



河竹:
j ν? 

基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指童十J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

4ー (4-アミノ -3ーフノレオロフエノキシ)ピリジン 2ーカノレボキ

サミド
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基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 55IJ添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

3ーブロモー 1 オキソ-1，3 ジヒドロー 2ーベンゾフランー 5ー

カルボン酸メチル



1fブ!

基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

中

;誌面idlfS!
厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 関 問 冨 開

信長問15
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、実殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 、官報掲載年月日

平成 20年 12月初日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称 J 

4 ブロモメチルー 3ーメチル安息香酸メチノレ
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基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

御中
r 一一寸

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる宮の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、)5IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措還を講ずるようお願いします。

ロい==ロ

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27臼 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

(2 5) -2 - (3， 4ージフ/レオロフェニノレ)オキシラン



御中

い市!

基 発 0807第 5号

平成 21年8月 7日

鹿画面語i
厚生労働省労働基準局調話題間

百長田15i
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」と bづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 55IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の55IJ添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21牛 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

N-[4ー (4， 5ージヒドロ 1， 3ーオキサゾール-2 イノレ)フ

エニノレ]ヒドロキシノレアミン
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御中

基 発 0807第 5号

平成 21年 8月7日

;事E両i脇
厚生労働省労働基準局騎問題慢

局長問251
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の;室見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、JlIJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

言己

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 12月 26日 厚生労働省告示第 567号

3 官報公示名称

1， 4 ジニトロイミダゾーノレ



|可〆守千》
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基 発 0807第 5号

平成 21年8月 7日

中相
即

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質」としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 JJ'J添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17臼付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措震を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 20年 9月 26日 厚生労働省告示第 460号

3 官報公示名称

1ー({2' - [(Z) アミノ(ヒドロキシイミノ)メチル]ピ7ェニ

ノレ-4ーイノレ}メチル) -2 エトキシ-lHーベンゾイミダゾールー 7

ーカノレボン酸メチノレ
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基発 0807第 5号

平成21年 8月 7日

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」としづ 0) に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原{生が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、)5IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け慕発第 312号の 3の)5IJ添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

コ〕-舌ロ

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

(4 E)ーデカ 4ーエノヒドラジド



じ?ちj

御中

基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、即l添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措還を講ずるようお願いします。

百己

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 6月 26S 厚生労働省告示第 338号

3 官報公示名称

2 ブロモメチル-5ーニトロアニソーノレ
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基発 0807第 5号

平成21年 8月7臼

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましでは、届出物質の製造又は取扱いに関し、5llJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康様害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

ロい=zn 

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 6月 26日 厚生労働省告示第 338号

3 宮報公示名称

2ーメトキシ 4ーニトロベンズアノレデヒド



17ザ
基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

;卸中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質Jとbづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、1:IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の1:IJ添1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 6月 26日 厚生労働省告示第 338号

3 官報公示名称

5ー (2 メトキシ-4-ニトロフェニノレ) -1， 3ーオキサゾーノレ



17ザ
基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7臼

厚生労働省労働基準局

変異原性が認められた化学物質の取扱し、について

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から庖出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造文は取扱いに関し、別添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17臼付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措霞を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

ロ〕ユ一=ロ

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

(2 S) -3 - {N-ベンジノレ-N-[2ー(ヒドロキシスノレホニルオ

キシ)エチノレ]アミノ} -2ーヒドロキシプロパン酸カリウムナトリウム



御中

って7i

基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

言ZI
厚生労働省労働基準局時i臨

国長
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j とbづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、5llJ添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

紡止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月 B等

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

4ークロロー 2， 2ージメチルペンタ 4 エン酸エチル



御中

L?らj

基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

H廷闘iEi語1

厚生労働省労働基準局:崩fI~n富樫
信長白星i

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、実殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 1713付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

5ーブロモー 2， 2ージメチノレ-4ーオキソペンタン酸エチノレ

z 、
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御中

基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

i融制覇信
働省労働基間帯ï~頭部聖

iBiZ血Ei
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」としづ。)に係る有害性調室の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

4ーホノレミノレ安息香酸クロリド
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基 発 0807第 5号

平成21年 8月 7臼

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、)5IJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措澄を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

2-((R)-1ーフェニルエチノレ)アミノー 1ー (4ーブPロモフェニノレ)

エタンー 1ーオンェ塩酸塩



ン持!

御中

基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質」としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造文は取扱いに関し、 jjlJ添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

{2， 2' ピス[ピス (3，5 ジメチノレフェニ/レ)ホスファノ K 

pJ -1， l' ピ‘ナフチノレ}[1， l'ーどス (4ーメトキシフェニ/レ)

-3ーメチノレブタン-1， 2-ジアミンー ι~N， N'Jジクロロルテニウ

ム(1I) 



ン向i

御中

基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質j とbサ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、jSlJ添の[変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1) に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 3月 27日 厚生労働省告示第 109号

3 官報公示名称

3ーメチノレ-4ー[(メチルスノレホニノレオキシ)メチノレ]安息香酸メチノレ



i守ザ
基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

f卸中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働j安全衛生法第 57条の 3第 I項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質j という0) に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 jjlJ添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3のjjlJ添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 6月 26日 厚生労働省告示第 338号
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基発 0807第 5号

平成21年 8月 7日

審請雨量)
厚生労働省労働基準局構m~fl器開

iE;毘凹EJ
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下 f届出物質Jとしづ 0) に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、 55'J添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17臼付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いしますD

記

1 届出年月日等

2 官報掲載年月日

平成 21年 6月 26日 厚生労働省告示第 338号

3 官報公示名称

[N， N' ーピス(ペンタメチノレフェニノレ)ー 2，2'ー(イミノーに N)

ピス(エチレン)ジアミノー κ2N，N' 1ジベンジノレジノレコニウム (N)



基発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

すり!

御中

厚生労働省労働基準局

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、食殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質Jとしづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、)jIJ添の「変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

記

届出年月日等1 

厚生労働省告示第 338号

官報掲載年月日

平成 21年 6月 26日

2 

官報公示名称

4ーエチニノレアニリン

3 



-ぬ
ν

w
-
A
A
§
z
t
g
 

F

h

d

 

基 発 0807第 5号

平成 21年 8月 7日

御中

ぎiE自151i議
厚生労働省労働基準局繭~~n富樫
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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下

記の化学物質(以下「届出物質j としづ。)に係る有害性調査の結果について、

学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。

つきましては、届出物質の製造文は取扱いに関し、1.:IJ添の f変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針J(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

コ〕ユ一=ロ

1 

2 官報掲載年月日

平成 21年 6月26日 厚生労働省告示第 338号

3 宮報公示名称

(E) -1ークロロ 4 - (2ーニトロエテニノレ)ベンゼン



jjlJ添

変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針

(平成 5年 5月 17日付け基発第 312号の 3の別添 1)

平成5年 5月

一部改正平成18年 3月

1 趣旨

この指針は、微生物を用いる変異原性試験、 R甫乳類培養細胞を用いる染色

体異常試験等の結果から強度の変異原性が認められた化学物質(以下「変異

原化学物質Jという。)又は変異原化学物質を含有するもの(変異原化学物質

の含有量が重量の 1パーセント以下のものを除く。) (以下「変異原化学物質

等Jとbづ。)を製造し、又は取り扱う作業に関し、当該変異原化学物質への

暴露による労働者の健康障害を未然に防止するため;その製造又は取扱いに

関する留意事項について定めたものである。事業者は、この指針に定める措

置を講ずるほか、労働者の健康障害を防止するための適切な措置を講ずるよ

う努めるものとする。

2 変異原化学物質による暴露を低減するための措置について

(1)労働者への変異原化学物質による暴露の低減を図るため、当該事業場に

おける変異原化学物質等の物性、製造量、取扱輩、作業の頻度、作業時間、

作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、

作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

イ 作業環境管理

(イ)使用条件等の変更

(ロ)作業工程の改善

(ハ)設備の密閉化

(ニ)局所排気装置等の設置

ロ 作業管理

(イ)労働者が変異原化学物質に暴露されないような作業位置、作業姿勢

又は作業方法の選択

(ロ)呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用

(ハ)変異原化学物質に暴露される時間の短縮

(2) (1)により暴露を低減するための装置等の設置等を行った場合には、次

によること。

イ 局所排気装置等については、作業が行われている問、適正に稼働させ

ること。

ロ 局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。

ハ 変異原化学物質等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する

排気、排液等による事業湯の汚染を防止すること。

ニ 保護具については同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常

時有効かっ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、

当該労働者が有害な空気を吸入しないような措置を講ずること。



(3)次の事項についで当該作業に係る作業規定を定め、これに基づき作業さ

せること。

イ 設備、装置等の操作、調整及び点検

ロ 異常な事態が発生した場合における応急の措置

ハ保護具の使用

3 作業環境測定について

(I)変異原化学物質に係る作業が屋内で行われる場合であって、当該物質に

関する作業環境測定手法が開発されてし、るときには、定期に当該物質の性

状に応じ作業環境測定基準、作業環境ガイドブック等を参考として作業環

境測定を実施することが望ましいこと。

(2) 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を 30年間保存するよう努め

ること。

4 労働衛生教育について

(1)変異原化学物質等を製造し、又は取り扱う作業に従事している労働者及

び当該作業に従事:させることとなった労働者に対して、次の事項について

労働衛生教育在行うこと。

イ 変異原化学物質の性状及び有害性

ロ 変異原化学物質による健康障害、その予防方法及び応急措置

ハ 局所排気装置その他の変異原化学物質への暴露を低減するための設備

並びにそれらの保守及び点検の方法

ニ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理

(2) 上記事項に係る労働衛生教育の時間は4時間以上とすること。

(3) (1)のイからニの全部又は一部について十分な知識及び技能を有してい

ると認められる労働者については、当該項目についての教育を省略して差

し支えないこと。

5 危険有害性等の表示について

f化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針J(平成4年労働省告示第

60号)に基づき、変異原化学物質等を譲渡し、又は提供する場合には化学

物質等安全データシートを交付し、容器、包装等にラベノレ表示を行う等の措

置を講ずること。

6 変異原化学物質等の製造等に従事する労働者の把握について

変異原化学物質等を製造し、又は取り扱う作業に常時従事する労働者につ

いて、 1年を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

イ 労働者の氏名

ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

ハ 変異原化学物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概

要及び講じた応急措置の概要

なお、上記の事項の記録は、当該記録を行った日から 30年間保存するよ

う努めること。




